
定
期
大
会
の
は
じ
め
に
中
島

執
行
委
員
長
は
次
の
よ
う
な
挨

拶
を
行
い
ま
し
た
。

「
憲
法
」
の
改
正
で
な
く
、

「
戦
争
法
」
を
廃
止
し

話
し
合
い
に
よ
る

平
和
実
現
を
！

世
界
で
平
和
に
む
け
た
取
り

組
み
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
な

か
で
、
２
月
７
日
北
朝
鮮
が
事

実
上
の
弾
道
ミ
サ
イ
ル
を
発
射

し
ま
し
た
。
イ
ス
ラ
ム
国
や
中

国
の
南
沙
諸
島
支
配
問
題
な
ど

と
あ
わ
せ
て
国
際
的
な
枠
組
み

の
な
か
で
、
平
和
的
な
解
決
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
安
倍
首

相
は
今
年
７
月
の
参
議
院
議
員

選
挙
の
争
点
に
「
憲
法
改
正
」

を
据
え
る
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、

立
憲
主
義
、
平
和
の
礎
で
あ
る

「
憲
法
」
の
改
正
を
目
指
す
の

で
は
な
く
、
「
戦
争
法
」
を
廃

止
し
て
米
国
と
と
も
に
話
し
合

い
に
よ
る
和
平
実
現
に
注
力
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

「
量
的
緩
和
」
策
の
破
綻

「
日
本
銀
行
」
金
融
史
上

初
の
マ
イ
ナ
ス
金
利

米
は
景
気
回
復
で
利
上
げ

昨
年
12
月
米
国
で
は
景
気
回

復
を
受
け
て
、
連
邦
準
備
制
度

理
事
会
が
利
上
げ
を
行
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
日
本
の
景
気
回

復
が
進
ま
な
い
な
か
、
１
月
末

に
日
本
銀
行
は
日
本
の
金
融
史

上
初
と
な
る
マ
イ
ナ
ス
金
利
を

決
定
す
る
な
ど
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク

ス
第
１
の
矢
で
あ
る
大
幅
な

「
量
的
緩
和
」
は
破
綻
が
よ
り

明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

「
マ
イ
ナ
ス
金
利
」
の
持
つ
意

味
は
非
常
に
重
大
な
も
の
が
あ

り
ま
す
。
一
部
の
銀
行
で
は
、

す
で
に
定
期
預
金
金
利
を
従
来

の
普
通
預
金
金
利
並
み
に
引
き

下
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

実
態
経
済
へ
の
影
響
と
し
て
、

「
円
安
が
進
む
と
と
も
に
、
現

状
で
２
％
程
度
の
配
当
利
回
り

の
あ
る
株
式
の
価
値
が
相
対
的

に
高
ま
る
」
こ
と
か
ら
、
年
金

資
金
導
入
と
形
は
異
な
る
も
の

の
、
「
株
価
維
持
政
策
」
と
も

受
け
と
め
ら
れ
る
も
の
で
す
。

景
気
回
復
に
は

実
質
賃
金
増
加
に
よ
る

消
費
購
買
力
の
上
昇

安
倍
総
理
は
、
自
ら
推
進
し

た
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
を
自
画

自
賛
し
、
「
経
済
の
好
循
環
」

を
公
言
し
て
は
ば
か
り
ま
せ
ん

が
、
自
ら
の
認
識
と
は
異
な
り

「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
の
ほ
と
ん

ど
が
破
綻
し
て
い
る
こ
と
は
、

今
回
の
件
も
含
め
て
明
ら
か
で

す
。
し
か
し
、
日
本
の
景
気
回

復
に
は
賃
金
増
加
に
よ
る
消
費

購
買
力
の
上
昇
が
欠
か
せ
な
い

こ
と
も
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の

た
め
に
は
す
べ
て
の
労
働
者
の

実
質
賃
金
を
引
き
上
げ
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

疲
弊
し
た

地
方
経
済
の
復
活

求
め
ら
れ
る

「
地
方
再
生
」
の
取
組

金
融
機
関
を
取
り
巻
く
情
勢

は
こ
の
１
年
で
劇
的
に
変
化
す

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
Ｉ
Ｔ

技
術
の
進
展
や
人
々
の
世
代
に

応
じ
て
生
活
ス
タ
イ
ル
が
異
な

る
な
ど
、
顧
客
ニ
ー
ズ
が
変
化

し
て
い
る
か
ら
で
す
。
ま
た
、

疲
弊
し
た
地
方
経
済
の
も
と
で

地
元
の
中
小
企
業
の
資
金
需
要

が
回
復
す
る
こ
と
は
な
く
、
結

果
的
に
「
海
外
向
け
貸
出
」
に

道
を
拓
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。

地
方
経
済
を
ど
の
よ
う
に
復
活

さ
せ
る
の
か
を
「
地
方
再
生
」

を
通
じ
て
真
剣
に
取
り
組
む
こ

と
が
必
要
で
す
。
労
働
者
の
働

き
方
や
生
活
に
ま
で
悪
影
響
を

及
ぼ
す
「
時
間
外
ゼ
ロ
法
案
」

な
ど
の
労
働
法
制
改
悪
も
内
容

を
改
定
し
て
再
提
出
さ
れ
て
い

ま
す
。

１
６
春
闘
で
守
ろ
う

国
民
や
労
働
者
の

人
と
し
て
の
尊
厳

生
活
と
働
き
甲
斐
を
！

１
６
春
闘
は
、
日
本
の
景
気

回
復
と
と
も
に
、
国
民
や
労
働

者
の
人
と
し
て
の
尊
厳
を
守
り
、

生
活
と
働
き
甲
斐
を
充
実
さ
せ

る
た
め
に
重
要
な
位
置
付
け
に

あ
り
ま
す
。
私
た
ち
従
業
員
組

合
は
、
職
場
の
労
働
者
と
大
い

に
語
り
合
い
、
連
携
し
な
が
ら

楽
し
く
元
気
に
運
動
を
進
め
て

行
き
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

従
来
の
労
働
組
合
運
動
の
範
囲

を
超
え
た
取
り
組
み
も
考
え
て

い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
と
も

に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。
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従
業
員
組
合
は
、
２
月
18
日
、
第
１
１
６
会
定
期
大
会
を
開
催

し
ま
し
た
。
春
闘
要
求
の
決
定
を
中
心
議
題
と
す
る
「
春
の
定
期

大
会
」
は
、
第
１
１
０
回
以
降
組
合
事
務
所
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

全
構
成
員
が
出
席
し
定
刻
に
澤
井
書
記
長
が
開
会
を
宣
言
し
、

議
長
に
小
原
特
別
執
行
委
員
を
選
出
し
ま
し
た
。
は
じ
め
に
中
島

執
行
委
員
長
が
挨
拶
を
行
い
、
第
１
号
議
案
「
２
０
１
６
年
春
闘

方
針
」
を
車
谷
副
委
員
長
、
第
２
号
議
案
「
期
末
期
初
就
労
条
件

要
求
に
つ
い
て
」
を
八
軒
執
行
委
員
、
第
３
号
議
案
「
組
織
強
化

の
取
組
に
つ
い
て
」
谷
特
別
執
行
委
員
が
提
案
し
ま
し
た
。

提
案
を
受
け
、
討
論
を
行
い
全
議
案
が
全
会
一
致
で
可
決
決
定

さ
れ
、
４
本
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
採
決
し
大
会
を
終
了
し
ま
し
た
。

賃上げ要求

１．行員・専任行員・庶務行員は

一律 ２０,０００円の賃金引き上げを行うこと。

イ．年齢間段差については銀行責任で行うこと。

ロ．引き上げ額全額を基本給（退職本俸）に加算すること。

２．嘱託・特定業務嘱託は

一律２０,０００円の賃金引き上げ

３．パートタイマー等について

すべてのパートタイマーの時間給を１５０円引き上げること。

４．企業内最低賃金

滋賀銀行の従業員の賃金をすべて月額１７３,０００円

日給は１０,０００円、時間給は１,０００円以上にすること。

５．初任給

行員（高卒・短大卒・大卒）は２０,０００円引き上げ

庶務行員（各職種とも）３０,０００円引き上げ

上期臨給要求

１．行員・専任行員・庶務行員

５月末定例給与×課店長 １８５％＋メリット

×課店長以下 ２１５％＋メリット

×専任行員 １５５％＋メリット

×庶務行員 ２６５％＋メリット

２．嘱託・特定業務嘱託

嘱託 ５月末定例給与×２６５％＋メリット

特定業務嘱託 ５月末定例給与×１５５％＋メリット

３．パートタイマー

計算期間（注）における就労時間数

５００千円×

８４０時間

（注）２０１５年１２月１日から２０１６年５月３１日まで

だれでも一律２０,０００円以上
パートの時給を１５０円以上引き上げ
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国
民
の
危
機
感
を
あ
お
る

「
自
治
体
消
滅
論
」

今
年
４
月
か
ら
具
体
的
に
総

合
戦
略
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
を

受
け
、
組
合
の
考
え
方
を
よ
り

詳
細
に
申
し
上
げ
た
い
と
思
う
。

京
都
大
学
の
岡
田
知
弘
先
生

が
自
治
体
研
究
社
か
ら
「
地
域

と
自
治
体
第
37
集

地
方
消
滅

論
・
地
方
創
生
政
策
を
問
う
」

と
題
す
る
書
籍
を
共
同
執
筆
さ

れ
て
お
り
、
第
10
章
に
「
持
続

可
能
な
地
域
経
済
再
生
の
展
望

と
課
題
」（
駒
澤
大
学
の
吉
田
敬

一
教
授
が
担
当
）
が
あ
る
。
こ

こ
に
、
安
倍
政
権
が
打
ち
出
し

た
地
方
創
生
は
、「
『
自
治
体
消

滅
論
』
を
フ
ル
活
用
し
、
国
民

の
危
機
感
を
あ
お
り
、
自
公
政

権
へ
の
期
待
感
を
高
め
る
こ
と

を
狙
っ
た
も
の
」
と
し
、「
ま
ち
・

ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
」
と

「
改
正
地
域
再
生
法
」
に
つ
い
て

具
体
的
に
内
容
を
分
析
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
中
身
で
、
具
体
的

施
策
で
あ
る
総
額
４
千
２
百
億

円
の
交
付
金
制
度
に
つ
い
て
懸

念
を
示
さ
れ
て
い
る
。

本
社
機
能
の
地
方
移
転
も

政
府
思
惑
と
逆
の
結
果

次
に
、
政
府
が
打
ち
出
し
た

２
つ
の
基
本
政
策
「
本
社
機
能

の
地
方
移
転
の
推
進
」
と
「
地

方
の
雇
用
創
出
30
万
人
」
に
つ

い
て
で
あ
る
。「
本
社
機
能
の
地

方
移
転
の
推
進
」
に
つ
い
て
は
、

帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
が
２
０
１

４
年
９
月
に
発
表
し
た
「
拠
点

整
備
に
関
す
る
企
業
の
投
資
意

向
調
査
」
よ
り
、
新
た
な
拠
点

整
備
の
可
能
性
が
あ
る
２
９
４

６
社
の
う
ち
本
社
機
能
の
移
転

を
考
え
て
い
る
企
業
６
１
３
社

の
移
転
候
補
地
ベ
ス
ト
３
が
東

京
都
、
大
阪
府
、
愛
知
県
と
な
っ

て
お
り
、
税
制
優
遇
措
置
に
も

か
か
わ
ら
ず
「
政
府
の
思
惑
と

逆
の
結
果
」
に
な
っ
て
い
る
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

地
方
の
雇
用
創
出
30
万
人

絵
に
描
い
た
餅
の
懸
念

次
に
、「
地
方
の
雇
用
創
出

30
万
人
」
に
つ
い
て
も
、
政
府

は
学
費
支
援
等
に
よ
り
新
卒
者

の
県
内
就
職
率
を
80
％
に
ま
で

高
め
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る

が
、
地
域
密
着
型
企
業
の
多
く

が
「
デ
フ
レ
不
況
や
ア
ベ
ノ
ミ

ク
ス
に
由
来
す
る
円
安
打
撃
に

喘
い
で
い
る
」
状
況
か
ら
「
絵

に
描
い
た
餅
」
に
終
わ
る
懸
念

を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
地
方
経

済
衰
退
の
根
本
的
な
原
因
を
改

善
し
な
け
れ
ば
ど
う
に
も
な
ら

な
い
の
が
実
情
だ
と
考
え
る
。

地
方
銀
行
が
業
務
提
携

町
工
場
と
農
村
地
域

ど
の
よ
う
な
具
体
策
を
と
る

べ
き
な
の
か
、
い
く
つ
か
の
事

例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

中
に
東
京
都
大
田
区
の
事
例
を

あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
か
つ
て
９

千
を
超
え
て
い
た
工
場
数
が
４

千
を
切
る
ほ
ど
に
減
少
す
る
な

か
で
「
大
企
業
の
サ
ポ
ー
テ
ィ

ン
グ
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
と
い

う
方
向
性
か
ら
、
地
域
中
核
企

業
を
軸
に
し
た
独
自
市
場
の
開

拓
に
よ
る
自
律
型
工
業
集
積
地

へ
の
挑
戦
が
い
ま
進
み
始
め
て

い
る
」
と
し
、
そ
の
第
一
に

「
医
療
機
器
分
野
」
へ
の
進
出
、

第
二
に
「
農
業
地
域
の
ニ
ー
ズ

と
の
結
合
」
と
し
て
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
特
に
、
農
業
に
つ
い

て
は
「
野
菜
や
果
樹
の
栽
培
作

業
は
、
機
械
化
が
遅
れ
て
い
る
。

日
本
農
業
の
小
規
模
性
と
多
様

な
気
候
を
踏
ま
え
た
多
彩
な
農

産
物
の
育
成
・
採
取
に
は
地
域

特
性
に
応
じ
た
農
機
具
の
開
発

が
求
め
ら
れ
る
」
な
か
で
、
２

０
１
０
年
に
「
大
田
区
産
業
振

興
協
会
」
と
業
務
提
携
を
行
っ

た
山
陰
合
同
銀
行
が
、「
大
田
区

の
企
業
に
よ
る
島
根
・
鳥
取
地

域
の
農
作
業
軽
減
の
技
術
提
案

を
行
っ
た
」
こ
と
や
、
２
０
１

２
年
に
は
秋
田
銀
行
と
の
「
協

力
協
定
を
締
結
し
、
提
携
を
進

め
て
い
る
」
こ
と
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
。

地
域
特
性
に
根
ざ
し
た

産
業
集
積
の
再
構
築
を

吉
田
教
授
は
経
済
循
環
を
、

①
グ
ロ
ー
バ
ル
循
環
、
②
ナ
シ
ョ

ナ
ル
循
環
、
③
ロ
ー
カ
ル
循
環
、

の
３
つ
に
分
類
し
、
さ
ら
に
ロ
ー

カ
ル
循
環
型
経
済
を
地
産
地
消

型
経
済
と
地
産
外
消
型
経
済
と

に
分
類
し
た
う
え
で
、「
豊
か
さ

と
幸
せ
が
実
感
で
き
る
国
づ
く

り
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
政
策
を

軸
に
し
た
成
長
戦
略
で
は
な
く
、

地
域
特
性
に
根
ざ
し
た
産
業
集

積
（
ロ
ー
カ
ル
循
環
）
の
再
構

築
と
、
メ
イ
ド
・
イ
ン
・
ジ
ャ

パ
ン
に
基
礎
を
置
く
新
た
な
ナ

シ
ョ
ナ
ル
循
環
の
構
築
に
求
め

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た

め
の
基
本
政
策
の
理
念
は
地
方

創
生
（
記
憶
を
消
し
去
る
地
域

づ
く
り
）
で
は
な
く
、
地
域
再

生
（
記
憶
を
重
ね
る
地
域
づ
く

り
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
締
め
く
く
っ
て
お
ら
れ
る
。

組
合
の
考
え
方
も
同
じ
方
向

で
あ
る
。

２ ０ １ ６ 年 ２ 月 第 ３８７号 滋 賀 銀 行 従 業 員 組 合 教 宣 部

顧
客
サ
ー
ビ
ス
に

配
慮
し
た
体
制
づ
く
り
で

「
苦
情
・
ト
ラ
ブ
ル
」
が

減
る
の
で
は
？

各
部
ニ
ュ
ー
ス
で
、
苦
情
・

ト
ラ
ブ
ル
の
事
例
が
掲
載
さ
れ

て
る
の
を
見
ま
す
が
、
窓
口
で

の
応
対
が
悪
い
と
言
っ
た
事
例

が
多
く
あ
り
ま
す
が
、
全
て
そ

の
応
対
し
た
人
が
悪
い
か
の
よ

う
に
書
か

れ
て
い
ま

す
が
、
な

か
に
は
、

人
員
不
足

か
ら
余
裕

が
な
く
な

り
、
繁
忙
時
や
輻
輳
時
に
、
こ

の
よ
う
な
事
が
起
こ
っ
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

顧
客
サ
ー
ビ
ス
を
無
視
し
た
合

理
化
だ
け
を
進
め
る
銀
行
の
姿

勢
に
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

何
が
あ
っ
た
の
で
す
か
？

パ
ソ
コ
ン
「
オ
フ
時
間
」

突
然
の
調
査

職
場
で
定
例
検
査
で
も
な
い

と
き
に
、
突
然
パ
ソ
コ
ン
の
オ

フ
時
間
の
画
面
コ
ピ
ー
を
提
出

す
る
よ
う
上
司
か
ら
指
示
が
あ

り
ま
し
た
。
何
か
あ
り
ま
す
の
？

と
聞
く
も
「
い
や
、
ち
ょ
っ
と
」

と
だ
け
の
答
え
で
し
た
。
何
か

知
ら
れ
て
ま
ず
い
事
で
も
起
き

た
の
で
し
ょ
う
か
。

職
場
の
声

１
月
23
・
24
日
の
両
日
東
京

都
千
代
田
区
に
於
い
て
金
融
労

連
第
10
回
中
央
委
員
会
が
開
催

さ
れ
、
従
業
員
組
合
か
ら
中
島

執
行
委
員
長
と
車
谷
副
委
員
長

が
参
加
し
ま
し
た
。

中
央
委
員
会
に
は
、
中
央
委

員
29
人
・
執
行
部
13
人
に
オ
ブ

ザ
ー
バ
ー
な
ど
を
含
め
総
勢
64

人
が
参
加
し
ま
し
た
。

中
央
委
員
会
の
第
１
日
目
は

13
時
に
佐
藤
副
委
員
長
が
開
会

挨
拶
と
議
長
団
の
提
案
を
行
い
、

大
場
中
央
委
員
（
東
海
地
協
）
、

阿
部
中
央
委
員
（
近
畿
地
協
）

を
議
長
団
に
選
出
し
ま
し
た
。

は
じ
め
に
中
島
中
央
執
行
委

員
長
が
挨
拶
を
お
こ
な
い
、
つ

づ
い
て
、
田
畑
書
記
長
が
第
１

号
議
案
「
２
０
１
６
年
春
闘
方

針
」
を
提
案
し
ま
し
た
。
提
案

は
、
当
面
の
統
一
行
動
、
組
織
・

機
関
紙
拡
大
運
動
、
教
育
・
宣

伝
活
動
、
争
議
支
援
の
取
組
、

署
名
の
取
組
な
ど
を
内
容
と
し

た
「
当
面
の
取
組
」
と
、
「
金

融
労
連
２
０
１
６
春
闘
要
求
基

準
」
で
す
。
つ
づ
い
て
、
第
２

号
議
案
「
来
年
度
役
員
定
数
と

選
挙
管
理
委
員
会
の
設
置
」
が

提
案
さ
れ
さ
れ
ま
し
た
。
提
案

さ
れ
た
内
容
は
定
数
に
つ
い
て

は
今
年
度
と
同
じ
中
央
執
行
副

委
員
長
３
名
、
書
記
次
長
１
名
、

中
央
執
行
委
員
10
名
の
16
名
体

勢
で
す
。
な
お
、
選
挙
管
理
委

員
会
は
東
京
地
連
２
名
、
関
信

支
部
か
ら
１
名
が
委
嘱
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
ら
の
提
案
を
受
け
、

討
論
に
移
り
ま
し
た
。

第
２
日
目
は
９
時
か
ら
前
日

に
つ
づ
き
討
論
が
再
開
さ
れ
、

延
べ
22
人
が
発
言
や
報
告
を
行

い
ま
し
た
。

な
お
、
こ
の
中
央
委
員
会
で

は
「
２
０
１
６
春
闘
ア
ピ
ー
ル
」

の
他
「
戦
争
法
廃
止
を
求
め
る

決
議
」
「
さ
ら
な
る
労
働
法
制

改
悪
に
反
対
す
る
決
議
」
「
武

生
信
金
争
議
の
早
期
解
決
を
求

め
る
決
議
」
が
採
択
さ
れ
ま
し

た
。

１
月
25
日
、
新
春
労
使
懇
談
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
懇
談
会
に

は
従
業
員
組
合
か
ら
は
中
島
執
行
委
員
長
と
全
執
行
委
員
が
出
席
し
、

銀
行
か
ら
は
、
頭
取
は
じ
め
副
頭
取
、
専
務
、
常
務
四
氏
と
人
事
部

長
が
出
席
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
懇
談
会
で
銀
行
は
「
金
融
機
関
を
取
り
巻
く
情
勢
な
ら
び
に

当
行
の
現
状
と
課
題
」
を
テ
ー
マ
に
発
言
さ
れ
、
従
業
員
組
合
は

「
国
内
外
の
情
勢
、
経
済
、
地
方
創
生
と
地
域
経
済
、
当
行
の
施
策

な
ど
」
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
ま
し
た
。
今
号
で
は
「
地
方
創
生
と

地
域
経
済
」
の
組
合
発
言
の
一
部
を
編
集
し
掲
載
致
し
ま
し
た
。

生
計
費
原
則
に
も
と
づ
く

賃
金
の
引
き
上
げ
と
格
差
の
是
正

金
融
労
連
第
10
回
中
央
委
員
会

労
使
懇
談
会

「
地
方
創
生
と
地
域
経
済
」

政
府
の
「
二
つ
の
基
本
政
策
」
も
破
綻

求
め
ら
れ
る
の
は
「
地
方
経
済

衰
退
の
根
本
原
因
の
改
善
」

２０１６年春闘アピール

金融の職場ではたらく皆さん
金融労連は２０１６年春闘を、実質賃金の低下に歯止めをか

け、生活改善に向けた大幅賃上げを実現するため精一杯たたか
います。
同時に、日本の平和と民主主義を蹂躙する、憲法違反が明白

な「戦争法」廃止のだたかいを、広範な方々と共同して精一杯
たたかいます。

金融の職場ではたらく皆さん
金融労連は以下の３項目を２０１６年春闘の重点項目として、

全国の金融で働くなかまと共同して運動にとりくみます。
①生計費原則にもとづく賃金の引き上げと格差の是正（注）
②非正規労働者の雇用確保・労働条件改善と組織化
③パワハラの根絶

金融の職場ではたら＜皆さん
いま地域金融機関の経営統合・合併が、全国的に広がってい

ます。その際、雇用が不安定になったり、労働条件が一方的に
引き下げられたり、利用者のサービスが低下するなど、労働者・
利用者に犠牲が強いられています。
全国の金融機関に働くなかまの皆さんが、それぞれの切実な

要求実現のため、私たち金融労連と一緒になって運動を進めて
くださるよう心から訴えます。

２０１６年１月２４日

全国金融労働組合連合会第１０回中央委員会

（注）具体的には月額２万円以上（実質賃金低下分１万円十底
上げ１万円）、時間額１５０円以上（実質賃金低下分十底上げ
分十格差是正分）


